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環境厚生常任委員会委員長報告  

（Ｈ３０．３．２６）  

 

環境厚生常任委員会に付託されました議案について、審

査の経過概要と結果を報告いたします。  

 

ま ず、第 ２ 号議 案、 平成 ３０ 年度  亀 岡市国 民健 康保 険

事業特別会計予算 は、国民健康保険被保険者の疾病等に関

して必要な保険給付を行うための経費であり、療養給付費、

高額療養費が主な内容であります。  

採決に先立ち、広域化により平成３０年度の国民健康保

険料は値下げになるが、国の激変緩和措置がなくなると値

上がりする、将来的に禍根を残す制度であるとの反対討論

がありました。  

採決の結果は、賛成多数をもって原案可決すべきものと

決定しました。  

 

次 に、第 ３ 号議 案、 平成 ３０ 年度  亀 岡市休 日診 療事 業

特別会計予算 は、休日急病患者に対する診療事業を行う経

費であり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原

案可決すべきものと決定しました。  
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次 に、第 ５ 号議 案、 平成 ３０ 年度  亀 岡市介 護保 険事 業

特別会計予算 は、介護サービス給付事業及び介護予防事業

を 行う ため の経 費が 主な もの であ りま す。 別段 異論 なく 、

採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定し

ました。  

 

次 に、第 ６ 号議 案、 平成 ３０ 年度  亀 岡市後 期高 齢者 医

療事業特別会計予算 は、後期高齢者医療制度に伴う事業を

行 う た め の 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 が 主 な も の で

あります。  

採 決に 先立 ち、 高齢 者の 生活 が苦 しい 状況 があ る中 で 、

値 上 げ を 止 め る 積 極 的 な 施 策 を 求 め る と の 反 対 討 論 が あ

りました。  

採決の結果は、賛成多数をもって原案可決すべきものと

決定しました。  

 

次 に、第 １ １号 議案 、平 成３ ０年 度  亀岡市 病院 事業 会

計予算 は、医業費用が主な内容であり、別段異論なく、採

決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しま

した。  
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次に、第５２号議案、循環型社会推進条例の一部改正に

ついて は、受益者負担の原則に基づき、家庭系一般廃棄物

等 を 市 の 指 定 す る 処 理 施 設 へ 搬 入 す る と き に 係 る 手 数 料

を改定するものであり、別段異論なく、採決の結果は、全

員をもって原案可決すべきものと決定しました。  

 

次に、第５３号議案、後期高齢者医療に関する条例の一

部改正については、後期高齢者医療に関する法律の一部改

正に伴い、国民健康保険の被保険者で住所地特例の適用を

受 け て い る 者 が 後 期 高 齢 者 医 療 に 加 入 し た 場 合 に 特 例 を

引き継ぐこと等の規定を設けるものであり、別段異論なく、

採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定し

ました。  

 

次に、第５４号議案、国民健康保険条例の一部改正につ

いて は、平成３０年度から京都府が国民健康保険の財政運

営 の 責 任 主 体 と な る こ と に 伴 い 必 要 な 規 定 整 備 を 図 る と

ともに、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料

の基礎賦課額に係る賦課限度額等を改めるものであり、別

段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべき

ものと決定しました。  
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次 に、第 ５ ５号 議案 、厚 生会 館条 例の 廃止 につ いて は 、

厚 生 会 館 を 平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 を も っ て 廃 止 す る こ と

に伴い、厚生会館条例を廃止するものであり、別段異論な

く、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決

定しました。  

 

 次に、第５６号議案、亀岡市手話言語及び障害者コミュ

ニケーション条例の制定について は、手話に対する理解の

促 進 及 び 手 話 の 普 及 並 び に 多 様 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 手

段の利用の促進に関し基本理念等を定め、障害者と障害者

以外の者が互いに人格と個性を尊重し、支え合いながら生

き る 地 域 社 会 を 実 現 す る こ と を 目 的 に 制 定 す る も の で あ

り、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決

すべきものと決定しました。  

 

次に、第５７号議案、地域包括支援センターにおける包

括 的 支 援 事 業 の 実 施 に 係 る 人 員 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 の

一部改正について は、介護保険法施行規則の一部改正に伴

い基準を改めるものであり、別段異論なく、採決の結果は、

全員をもって原案可決すべきものと決定しました。  
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次に、第５８号議案、介護保険条例の一部改正について

は、平成３０年度から平成３２年度までの第７期介護保険

事業計画の実施に伴い、介護保険料を改定しようとするも

のであり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原

案可決すべきものと決定しました。  

 

次に、第５９号議案、亀岡市指定居宅介護支援等の事業

の 人 員 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 制 定 に つ

いて は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進

す る た め の 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 に お け る 介 護

保険法の一部改正に伴い、基準等を定めるものであり、別

段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべき

ものと決定しました。  

 

次に、  

・第６０号議案、指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営 並 び に 指 定 介 護 予 防 支 援 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の

効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一

部改正について  

・ 第６ １号 議案 、指 定地 域密 着型 サー ビス の事 業の 人員、

設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正

について  
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・第６２号議案、指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ー ビ ス に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に

関する基準等を定める条例の一部改正について  

 

の３議案は、それぞれ、指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴って改

正するものであり、別段異論なく、採決の結果は、全員

をもって原案可決すべきものと決定しました。  

 

次に、第６３号議案、特定教育・保育施設及び特定地域

型 保 育 事 業 の 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正

について は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴い、所要の規

定 整備 を図 るも ので あり 、別 段異 論な く、 採決 の結 果は 、

全員をもって原案可決すべきものと決定しました。  

 

以上、簡単でありますが、本委員会の報告といたします。 
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